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住宅点検案件マニュアル（別紙）

　

下記のクライアント様は個別の運用ルールがございます。

･ 不具合箇所以外に、下記３ヶ所の写真を撮って下さい。（メーカー品番は不要）

【撮影箇所】※撮影は室内側から
・玄関ドアの全体写真 １枚
・室内扉の全体写真 １枚
・窓の全体写真 １枚

■ 株式会社橋本

・傷の補修は行わない。
無償での２次対応に繋がってしまう場合があり、クライアント様側で確認に行く労力が発生する。

・傷の報告（写真）は行わない。
お客様に無償で対応頂けると誤認され断ることができない。
傷の保証は対象外であることをお伝えし、元からある傷との申告があった際は報告する。（1年目のみ）

■ 株式会社AVANTIA


